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大分県竹田市「地域おこし協力隊」募集要項 

 

竹田市は大分県南西部に位置し、瀧廉太郎が「荒城の月」の構想を練った岡城を擁する４００

年の歴史を持つ城下町があります。さらに、阿蘇くじゅう国立公園、祖母傾国定公園の２つの自

然公園があり、雄大な「久住高原」、質量共に日本一の炭酸泉と言われる「長湯温泉」、そして山々

から湧き出る名水は環境省名水百選に指定されています。 

基幹産業は農業で、「かぼす」・「サフラン」・「しいたけ」などの特色ある農産物や和牛の生産が

盛んであり、農業産出額が大分県で１位となっています。 

現在、竹田市は少子高齢化や人口減少という課題に対して、過疎対策や若者移住定住の促進、

新規就農者支援など地域課題の解決など地域活性化を図るため、地域おこし協力隊を採用し、さ

まざまなエリアでまちづくりに取り組んでいます。そのため、令和７年度についても竹田市民と

協働して地域づくりに取り組んでいただける方を募集します。 

 

１ 募集する隊員の業種 

 【一般部門】 

  ①肉用牛ヘルパーとして畜産農家の支援 

概  要 

竹田市の畜産農家は、高齢化や担い手不足による労働力の確保が課題とな

っているため、久住地域肉用牛ヘルパー組合を立ち上げています。地域おこ

し協力隊として採用後は肉用牛ヘルパーの一員となり、各畜産農家を支援

する活動を行います。 

活動内容 

・母牛や子牛への飼料や水等の給与 

・牛舎の清掃 

・牛の健康チェック  

・就農に向けた各種研修の参加 等 

求められる

条  件 

畜産経営（和牛繁殖）に興味を持ち、退任後は新規畜産経営を志す方、また

は、久住地域肉用牛ヘルパーを目指す方 

採用人数 １人 

活動日数 月／１５日（シフト制・週休日出勤あり） 

報  償 月／１６６，０００円 

問合せ先 竹田市畜産振興課：後藤・松田 TEL：0974-76-0021 

   

②竹田市地域農業サポート機構における農業の課題解決 

概  要 

竹田市の基幹産業は農業であり、その農業産出額は大分県で１位となって

います。一方で、担い手・労働力不足が課題であるため、竹田市では農業者

と農作業従事希望者（農業サポーター）をマッチングする「竹田市地域農業

サポート機構（サポート機構）」を設立しています。本事業では、サポート

機構の運営業務を主業務とし、併せて農業経験値を高めるための活動とし

て農作業オペレーターや実証実験中であるビールの原料「竹田産ホップ」の
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栽培補助などを行うことで、農業振興に関わる活動を行っていただきます。 

活動内容 

・サポート機構において、農業者のニーズ把握と作業内容の確認、農業サポ

ーターの募集とマッチング、ＨＰやＳＮＳを活用した情報の発信 

・必要な資格・免許取得と技術を習得し、集落営農法人等で農作業オペレー

ターとして活動 

・竹田産ホップ研究会の圃場で土づくりや株分け、剪定、収穫などの栽培補

助とビールの販売促進 等 

求められる

条  件 
農業の担い手として集落営農法人や企業への就職や独立就農を目指す方 

採用人数 １人 

活動日数 月／１５日（シフト制・週休日出勤あり） 

報  償 月／１６６，０００円 

Ｕ Ｒ Ｌ https://taketa-support.jp/bank/ 

問合せ先 竹田市農政課：井出 TEL：0974-63-4805 

 

③たけた食研究会（たけたの食べ方編集室）による食の推進事業 

概  要 

竹田市は、平成 28年度に立ち上げた市民団体「たけた食研究会（たけたの

食べ方編集室）」と連携を図りながら地域の食育事業を推進しています。地

域資源に恵まれたここ竹田市で継続的に推進しており、今後も情報発信や

横の連携を強化しさらなる食育の推進を行っていきたいと考えています。 

高齢化が進む地域ですが、食は心身ともに健康な生活を送るために大切な

ものであることを周知し実践につなぐとともに、食文化の伝承や地域産物

の活用により、地域の豊かさをより高めることができると考えています。 

様々な地域課題はありますが、その解決も含め、地域おこし協力隊として食

育の推進や食を通した地域の活性化等に携わってもらいます。 

活動内容 

・食育事業の企画・運営、連絡調整・事務作業等 

・健康づくり事業や食育推進の各分野との連携 

・食農体験事業・イベント等のコーディネート 

・情報発信（HP/SNS 更新作業等） 

求められる

条  件 

食に興味があり、食で地域づくりや地域活性化をしていきたいという想い

を持つ方 

採用人数 １人 

活動日数 月／１５日（週休日出勤あり） 

報  償 月／１６６，０００円 

問合せ先 竹田市保険健康課：堀田 TEL：0974-63-4810 
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④竹田市総合文化ホール・グランツたけた制作企画業務 

概  要 

竹田市総合文化ホール・グランツたけたは竹田市民の多彩な文化芸術活動、

人々の交流、生涯学習を通じて竹田市の魅力を高め、内外に向けて発信し、

まちを活性化させる「まちづくりの拠点」となっています。 

地域おこし協力隊として採用後はグランツたけたの一員となり、文化芸術

を発展させる活動を行います。 

活動内容 

・自主事業の制作・企画 

・自主事業の情報発信 

・グランツたけたの事業運営 等 

求められる

条  件 

音楽・演劇・舞踊等の舞台芸術分野で事業企画・制作等の実務経験がある方

が望ましい 

採用人数 １人 

活動日数 月／２０日以内（シフト制・週休日出勤あり） 

報  償 日額１１，０００円 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.city.taketa.oita.jp/glanz/index.html 

問合せ先 竹田市総合政策課：髙本・重石 TEL：0974-63-4801 

 

２ 募集人数 

    一般部門  ４名程度 

    （１）肉用牛ヘルパーとして畜産農家の支援            １名 

    （２）竹田市地域農業サポート機構における農業の課題解決     １名 

    （３）たけた食研究会（たけたの食べ方編集室）による食の推進事業 １名 

    （４）竹田市総合文化ホール・グランツたけた制作企画業務     １名 

 

３ 応募資格  ※次の条件をすべて満たす方とします。 

（１）年齢：２０歳以上（令和７年４月１日現在） 

（２）３大都市圏（※１）をはじめとする都市地域等（※２、※３）に現に住所を有しており、生 

活の拠点を竹田市に移すとともに竹田市に住民票を異動することができる方 

（３）竹田市に概ね１年以上居住可能な方 

（４）心身ともに健康で地域住民の皆さんとコミュニケーションがとれるとともに、地域活性化 

に深い熱意を持ち積極的に活動・貢献できる方 

（５）普通自動車運転免許を取得している方 

（６）パソコンの一般的な操作ができる方 

・３大都市圏（※１）とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県をいう。 

・都市地域（※２）とは、「過疎、山村、離島、半島等の地域」（※３）（以下「条件不利地域」

という）に該当しない市町村をいう。 

・「過疎、山村、離島、半島等の地域」（※３）とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原
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諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法の各法により指定された地域を有する市町

村をいう。 

 

４ 活動場所 

   大分県竹田市内 

 

５ 活動時間 

（１）勤務に要する日の設定は、１か月の勤務を１５日とします。職種によってシフト制の場合

や週休日の勤務があります。 

  ※竹田市総合文化ホール・グランツたけたの場合は２２日以内となります。 

（２）活動時間は、８時３０分から１７時までとします。なお、１２時から１３時までの１時間

の休憩時間を含みます。職種によって活動時間の変更があります。 

  ※竹田市総合文化ホール・グランツたけたの場合は８時３０分から２２時までのうち８時間 

３０分以内の勤務とし、活動時間のうち１時間の休憩時間を含みます。なお、シフトによ 

っては活動時間の変更があります。 

    

６ 活動形態・期間 

（１）一般社団法人竹田市移住定住支援センターの職員として採用し、竹田市が地域おこし協力 

隊として委嘱します。 

（２）活動期間は、令和７年４月１日から１年間とします（５月１日以後に委嘱した場合は委 

嘱した月から３月末まで）。年度ごとの更新とし、最長３年まで延長可能。 

（３）任期終了後も市内に定住するための準備として、勤務に要する日以外は副業を認めます。 

（４）地域おこし協力隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任期中であってもその職を 

解くことができるものとします。 

 

７ 待遇・福利厚生 

報  償 

①～③ 

月額１６６，０００円＋家賃手当（上限５万円）＋賞与（年／３０万円） 

④ 

日額１１，０００円×月／２０日以内＋家賃手当（上限５万円） 

＋賞与（年／３０万円） 

（社会保険料等自己負担分を含む） 

 

 

 

活動経費 

 

 

 

【活動に係る経費】 

①任期中の住居に係る家賃手当（上限５万円） 

※生活必需品や光熱水費等は自己負担 

 ※市内に居住し、個人での賃貸借契約 

※引っ越しに係る費用は個人負担 

②活動に必要な車輌やパソコン等は竹田市が用意 

※私生活で使用はできません 
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③活動に係る車輌の燃料費 

④その他対象となる活動費 

 ・消耗品費 

 ・研修受講に要する経費（参加費・旅費） 

【任期中活動経費の対象とならないもの】 

・事業収入を伴う経費 

・土地、建物の購入費 

・備品購入 

・個人の資産となる経費 

 

 

８ 応募手続き 

（１）応募期間 令和７年３月３日（月）～（随時募集） 

（２）提出書類 応募用紙に必要事項を記載の上、住民票の写し、運転免許証の写し、居住地の

完納証明書、暴力団ではない誓約書を添付して竹田市役所総合政策課地域力創

生係まで郵送若しくは持参して下さい。 

※応募用紙等はお返ししません。 

 

９ 選考方法  書類及び面接による選考を行います。 

（１）第１次選考 

書類選考のうえ、結果を応募者全員に文書で通知します。 

注）応募用紙の記載内容で書類選考を行いますので、できるだけ詳しく記載してください。 

（２）第２次選考 

① 第１次選考合格者を対象に面接による審査を行います。詳細は、第１次選考結果の通知

の際にお知らせします。※面接については、オンラインで行う場合があります。 

  ② 選考結果（最終）は、第２次選考受験者全員に文書で通知します。また、選考結果通知

書（合格採用通知）発送後、採用予定者については竹田市地域おこし協力隊の活動につい

て説明します。そのうえで、承諾書を提出していただき内定通知書を発送します。 

 

10 応募先・問い合わせ先 

  〒878-8555 大分県竹田市大字会々１６５０番地 

竹田市役所総合政策課地域力創生係  担当：荒井／重石 

        電話：０９７４－６３－４８０１ FAX：０９７４－６３－０９９５ 

        E-mail：seisaku@city.taketa.lg.jp 
 

 

 


